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●PART1●預金口座と手続きのキホン

〈法人の取引時確認〉

本人特定事項
・名称　　　　　　
・本店または主たる
事務所の所在地

取引を行う目的

事業内容

実質的支配者

資産・収入の状況
（ハイリスク取引かつ200万円超の

財産移転を伴う場合）

取引担当者の本人特定事項

取引の任に当たっていること

①取引時確認②外国ＰＥＰｓかどうかの確認

③反社会的勢力でないことの確認

口座開設の確認事 項とルール図解
　ここでは、口座開設時に必要な主
な確認事項を挙げて、それぞれのポ
イントを図解します。

重要
！

マネー・ローンダリングやテロ資金供与につながる不正取引を見極めて
防止するために、取引時確認を行う

重要
！

マネー・ローンダリングのリスクが高い外国要人等を厳格に管理するた
めに、外国PEPｓかどうか把握する

重要
！

反社会的勢力との取引を未然に防いだり停止したりするために、お客様
から反社でないことの表明・確約の取得やデータとの照合などを行う

〈個人（自然人）の取引時確認〉

本人特定事項
・氏名　　
・住所　　
・生年月日

取引を行う目的

職業

資産・収入の状況
（ハイリスク取引かつ200万円超の

財産移転を伴う場合）
源泉徴収票や確定申告書等で確認

申告
申告

申告

申告
登記事項証明書や定款等で確認

貸借対照表や損益計算書等で確認

本人確認書類で確認
委任状や電話等で確認

本人確認書類で確認

登記事項証明書等公的書類で確認

〈外国PEPsの該当者〉
ⓐ外国の元首
ⓑ外国で下記の職にある者
・わが国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
・わが国における衆議院議長・衆議院副議長、参議院議長・参議院副議長に相当する職
・わが国における最高裁判所の裁判官に相当する職
・わが国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使に相当する職　など
ⓒ過去にⓐまたはⓑであった者
ⓓⓐ～ⓒの親族
ⓔⓐ～ⓓが実質的支配者である法人

　
共生者・密接関係
者・密接交際者・
反市場勢力・半グ
レ集団
→反社と人的・経
済的に深い関係に
あるもの

反社会的勢力
〈属性要件〉暴力団・暴力団員・暴力
団準構成員・総会屋・フロント企業・
社会運動等標榜ゴロ・特殊知能暴力
集団　など
〈行為要件〉暴力的な要求行為、法的
な責任を超えた不当要求、詐術、業
務妨害、信用等の毀損行為　など

一般人

〈反社会的勢力の対象〉


